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規約 施行規則 

（違反に対する決定） 

第15条 公正取引協議会は、第13条第３項又

は前条第２項の規定による措置（警告を除

く。）を採ろうとする場合には、採るべき措

置の案（以下「決定案」という。）を作成し、

これを当該事業者に送付するものとする。 

２ 前項の事業者は、決定案の送付を受けた

日から 10日以内に、公正取引協議会に対し

て文書によって異議の申立てをすることが

できる。 

３ 公正取引協議会は、前項の異議の申立て

があった場合には当該事業者に追加の主張

及び立証の機会を与え、これらの資料に基

づいて、更に審理を行い、それに基づいて措

置の決定を行うものとする。 

４ 公正取引協議会は、第２項に規定する期

間内に異議の申立てがなかった場合には、

速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行

うものとする。 

 

 

 


